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統
計
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
案

条
文
の
法
技
術
的
修
正
に
つ
い
て

修

正

後

修

正

前

（
法
第
三
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
調
査
票
情
報
の
提
供
に
係
る
手
続
等
）

（
法
第
三
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
調
査
票
情
報
の
提
供
に
係
る
手
続
等
）

第
八
条

（
略
）

第
八
条

（
略
）

一
～
九

（
略
）

一
～
九

（
略
）

十

（
略
）

十

（
略
）

イ
・
ロ

（
略
）

イ
・
ロ

（
略
）

ハ

（
略
）

ハ

（
略
）

（
略
）

（
略
）

(1)

(1)

申
出
に
係
る
統
計
の
作
成
等
が
、
行
政
機
関
の
長
若
し
く
は
地
方
公
共
団
体
の
長
そ
の
他
の
執
行
機

申
出
に
係
る
統
計
の
作
成
等
が
、
行
政
機
関
の
長
又
は
地
方
公
共
団
体
の
長
そ
の
他
の
執
行
機
関
の

(2)

(2)

関
の
行
う
政
策
の
企
画
、
立
案
、
実
施
若
し
く
は
評
価
に
有
用
で
あ
る
旨
及
び
そ
の
内
容
又
は
法
第
三

行
う
政
策
の
企
画
、
立
案
、
実
施
又
は
評
価
に
有
用
で
あ
る
旨
及
び
そ
の
内
容

十
三
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
同
等
の
公
益
性
を
有
す
る
も
の
と
し
て
特
別
な
事
由
が
あ
る
旨
及

び
そ
の
内
容

（
略
）

（
略
）

(3)

(3)

２

（
略
）

２

（
略
）

第
十
一
条

（
略
）

第
十
一
条

（
略
）

２

前
項
の
統
計
の
作
成
等
を
行
う
者
は
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
者
と
す
る
。

２

前
項
の
統
計
の
作
成
等
を
行
う
者
は
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
者
と
す
る
。

一

法
、
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第
五
十
七
号
）
、
行
政
機
関
の
保
有
す
る
個

一

法
若
し
く
は
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第
五
十
七
号
）
若
し
く
は
行
政
機
関

人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第
五
十
八
号
）
若
し
く
は
独
立
行
政
法
人
等
の
保
有
す

の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第
五
十
八
号
）
若
し
く
は
独
立
行
政
法

る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第
五
十
九
号
）
又
は
こ
れ
ら
の
法
律
に
基
づ
く
命

人
等
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第
五
十
九
号
）
又
は
こ
れ
ら
の
法

令
の
規
定
に
違
反
し
、
罰
金
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
終
わ
り
、
又
は
執
行
を
受
け
る
こ
と
が

律
に
基
づ
く
命
令
の
規
定
に
違
反
し
、
罰
金
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
終
わ
り
、
又
は
執
行
を

な
く
な
っ
た
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
を
経
過
し
な
い
者

受
け
る
こ
と
が
な
く
な
っ
た
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
を
経
過
し
な
い
者

〈
※

他
の
条
項
に
も
同
様
の
修
正
あ
り

〉

二
～
四

（
略
）

二
～
四

（
略
）

五

前
各
号
に
掲
げ
る
者
の
ほ
か
、
調
査
票
情
報
又
は
匿
名
デ
ー
タ
を
利
用
し
て
不
適
切
な
行
為
を
し
た
こ
と

五

前
四
号
に
掲
げ
る
者
の
ほ
か
、
調
査
票
情
報
又
は
匿
名
デ
ー
タ
を
利
用
し
て
不
適
切
な
行
為
を
し
た
こ
と
が

が
あ
る
又
は
関
係
法
令
の
規
定
に
反
し
た
等
の
理
由
に
よ
り
法
第
三
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
調
査
票

あ
る
又
は
関
係
法
令
の
規
定
に
反
し
た
等
の
理
由
に
よ
り
法
第
三
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
調
査
票
情
報

情
報
を
提
供
す
る
こ
と
が
不
適
切
で
あ
る
と
行
政
機
関
の
長
又
は
指
定
独
立
行
政
法
人
等
が
認
め
た
者

を
提
供
す
る
こ
と
が
不
適
切
で
あ
る
と
行
政
機
関
の
長
又
は
指
定
独
立
行
政
法
人
等
が
認
め
た
者

〈
※

他
の
条
項
に
も
同
様
の
修
正
あ
り

〉

（
法
第
三
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
調
査
票
情
報
を
利
用
し
て
作
成
し
た
統
計
等
の
提
出
）

（
法
第
三
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
調
査
票
情
報
を
利
用
し
て
作
成
し
た
統
計
等
の
提
出
）

第
十
四
条

法
第
三
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
し
た
統
計
又
は
行
っ
た
統
計
的
研
究
の
成
果
を
提
出
す

第
十
四
条

第
三
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
し
た
統
計
又
は
行
っ
た
統
計
的
研
究
の
成
果
を
提
出
す
る

る
と
き
は
、
総
務
大
臣
が
告
示
で
定
め
る
様
式
に
よ
る
報
告
書
及
び
調
査
票
情
報
に
係
る
管
理
簿
を
併
せ
て
提

と
き
は
、
総
務
大
臣
が
告
示
で
定
め
る
様
式
に
よ
る
報
告
書
及
び
調
査
票
情
報
に
係
る
管
理
簿
を
併
せ
て
提
出

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３料資
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２

（
略
）

２

（
略
）

（
法
第
三
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
調
査
票
情
報
の
提
供
に
係
る
手
続
等
）

（
法
第
三
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
調
査
票
情
報
の
提
供
に
係
る
手
続
等
）

第
十
七
条

（
略
）

第
十
七
条

（
略
）

一
～
七

（
略
）

一
～
七

（
略
）

八

（
略
）

八

（
略
）

イ

（
略
）

イ

（
略
）

～

（
略
）

～

（
略
）

(1)

(5)

(1)

(5)

第
十
九
条
第
一
項
第
一
号
イ

に
該
当
す
る
統
計
の
作
成
等
の
場
合
、
法
第
三
十
三
条
の
二
第
一
項

(6)

(4)

に
規
定
す
る
相
当
の
公
益
性
を
有
す
る
も
の
と
し
て
特
別
な
事
由
が
あ
る
旨
及
び
そ
の
内
容

調
査
票
情
報
を
利
用
す
る
手
法
及
び
期
間
並
び
に
調
査
票
情
報
を
利
用
し
て
作
成
す
る
統
計
等
の
内

調
査
票
情
報
を
利
用
す
る
手
法
及
び
期
間
並
び
に
調
査
票
情
報
を
利
用
し
て
作
成
す
る
統
計
等
の
内

(7)

(6)

容

容

研
究
の
成
果
を
公
表
す
る
方
法

研
究
の
成
果
を
公
表
す
る
方
法

(8)

(7)

個
人
及
び
法
人
の
権
利
利
益
、
国
の
安
全
等
を
害
す
る
お
そ
れ
が
な
い
旨

個
人
及
び
法
人
の
権
利
利
益
、
国
の
安
全
等
を
害
す
る
お
そ
れ
が
な
い
旨

(9)

(8)

第
四
十
二
条
に
規
定
す
る
調
査
票
情
報
を
適
正
に
管
理
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
と
し
て
講
ず
る
内

第
四
十
二
条
に
規
定
す
る
調
査
票
情
報
を
適
正
に
管
理
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
と
し
て
講
ず
る
内

(10)

(9)

容

容

調
査
票
情
報
の
提
供
を
受
け
る
方
法
及
び
年
月
日

調
査
票
情
報
の
提
供
を
受
け
る
方
法
及
び
年
月
日

(11)

(10)

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
行
政
機
関
の
長
又
は
指
定
独
立
行
政
法
人
等
が
特
に
必
要

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
行
政
機
関
の
長
又
は
指
定
独
立
行
政
法
人
等
が
特
に
必
要

(12)

(1)

(11)

(11)

(1)

(10)

と
認
め
る
事
項

と
認
め
る
事
項

ロ

（
略
）

ロ

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

（
法
第
三
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
調
査
票
情
報
の
提
供
を
受
け
て
行
う
こ
と
に
つ
い
て
相
当
の
公

（
法
第
三
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
調
査
票
情
報
の
提
供
を
受
け
て
行
う
こ
と
に
つ
い
て
相
当
の
公

益
性
を
有
す
る
統
計
の
作
成
等
）

益
性
を
有
す
る
統
計
の
作
成
等
）

第
十
九
条

（
略
）

第
十
九
条

（
略
）

一

（
略
）

一

（
略
）

イ

（
略
）

イ

（
略
）

学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
一
条
に
規
定
す
る
大
学
若
し
く
は
高
等
専
門

学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
一
条
に
規
定
す
る
大
学
（
独
立
行
政
法
人
等

(1)

(1)

学
校
若
し
く
は
同
法
第
百
二
十
四
条
に
規
定
す
る
専
修
学
校
（
同
法
第
百
二
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す

が
設
置
す
る
大
学
を
除
く
。
）
若
し
く
は
高
等
専
門
学
校
若
し
く
は
同
法
第
百
二
十
四
条
に
規
定
す
る

る
専
門
課
程
に
限
る
。
）
（
以
下
「
大
学
等
」
と
い
う
。
）
若
し
く
は
公
益
社
団
法
人
若
し
く
は
公
益

専
修
学
校
（
同
法
第
百
二
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
専
門
課
程
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
及
び
次
号
に

財
団
法
人
が
行
う
調
査
研
究
（
公
益
社
団
法
人
又
は
公
益
財
団
法
人
が
行
う
調
査
研
究
に
つ
い
て
は
、

お
い
て
同
じ
。
）
（
以
下
「
大
学
等
」
と
い
う
。
）
若
し
く
は
公
益
社
団
法
人
若
し
く
は
公
益
財
団
法

公
益
社
団
法
人
及
び
公
益
財
団
法
人
の
認
定
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
四
十
九
号
）
第

人
が
行
う
調
査
研
究
（
公
益
社
団
法
人
又
は
公
益
財
団
法
人
が
行
う
調
査
研
究
に
つ
い
て
は
、
公
益
社

二
条
第
四
号
に
規
定
す
る
公
益
目
的
事
業
（

に
お
い
て
「
公
益
目
的
事
業
」
と
い
う
。
）
に
該
当
す

団
法
人
及
び
公
益
財
団
法
人
の
認
定
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
四
十
九
号
）
第
二
条
第

(3)

る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の

に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
こ
れ
ら
の
者
が
こ
れ
ら
の
者
以
外
の
者
に
委

四
号
に
規
定
す
る
公
益
目
的
事
業
に
該
当
す
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の

に
お
い
て
同
じ
。
）
（
以

(1)

(1)

託
し
、
若
し
く
は
こ
れ
ら
の
者
以
外
の
者
と
共
同
し
て
行
う
調
査
研
究
に
係
る
統
計
の
作
成
等

下

に
お
い
て
「
公
益
目
的
事
業
」
と
い
う
。
）
又
は
こ
れ
ら
の
者
が
こ
れ
ら
の
者
以
外
の
者
に
委
託

(3)
し
、
若
し
く
は
こ
れ
ら
の
者
以
外
の
者
と
共
同
し
て
行
う
調
査
研
究
に
係
る
統
計
の
作
成
等

大
学
等
に
所
属
す
る
教
員
が
行
う
調
査
研
究
、
又
は
当
該
教
員
が
こ
れ
ら
以
外
の
者
と
共
同
し
て
行

学
校
教
育
法
第
一
条
に
規
定
す
る
大
学
若
し
く
は
高
等
専
門
学
校
若
し
く
は
同
法
第
百
二
十
四
条
に

(2)

(2)

う
調
査
研
究
に
係
る
統
計
の
作
成
等

規
定
す
る
専
修
学
校
に
所
属
す
る
教
員
が
行
う
調
査
研
究
、
又
は
当
該
教
員
が
こ
れ
ら
以
外
の
者
と
共
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同
し
て
行
う
調
査
研
究
に
係
る
統
計
の
作
成
等

・

（
略
）

・

（
略
）

(3)

(4)

(3)

(4)

ロ
～
ニ

（
略
）

ロ
～
ニ

（
略
）

二

（
略
）

二

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

（
調
査
票
情
報
を
利
用
し
て
行
う
こ
と
に
つ
い
て
相
当
の
公
益
性
を
有
す
る
委
託
に
よ
る
統
計
の
作
成
等
）

（
調
査
票
情
報
を
利
用
し
て
行
う
こ
と
に
つ
い
て
相
当
の
公
益
性
を
有
す
る
委
託
に
よ
る
統
計
の
作
成
等
）

第
二
十
七
条

（
略
）

第
二
十
七
条

（
略
）

一

（
略
）

一

（
略
）

二

（
略
）

二

（
略
）

イ

学
校
教
育
法
第
一
条
に
規
定
す
る
高
等
学
校
、
中
等
教
育
学
校
（
同
法
第
六
十
六
条
に
規
定
す
る
後
期

イ

学
校
教
育
法
第
一
条
に
規
定
す
る
高
等
学
校
若
し
く
は
中
等
教
育
学
校
（
同
法
第
六
十
六
条
に
規
定
す

課
程
に
限
る
。
）
、
特
別
支
援
学
校
（
同
法
第
七
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
高
等
部
に
限
る
。
）
、
大

る
後
期
課
程
に
限
る
。
）
若
し
く
は
特
別
支
援
学
校
（
同
法
第
七
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
高
等
部
に
限

学
若
し
く
は
高
等
専
門
学
校
又
は
同
法
第
百
二
十
四
条
に
規
定
す
る
専
修
学
校
（
同
法
第
百
二
十
五
条
第

る
。
）
若
し
く
は
大
学
若
し
く
は
高
等
専
門
学
校
又
は
同
法
第
百
二
十
四
条
に
規
定
す
る
専
修
学
校
（
同
法

一
項
に
規
定
す
る
一
般
課
程
を
除
く
。
）
に
お
け
る
教
育
の
用
に
供
す
る
こ
と
を
直
接
の
目
的
と
す
る
こ

第
百
二
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
一
般
過
程
を
除
く
。
）
に
お
け
る
教
育
の
用
に
供
す
る
こ
と
を
直
接
の

と
。

目
的
と
す
る
こ
と
。

〈
※

他
の
条
項
に
も
同
様
の
修
正
あ
り

〉

ロ
・
ハ

（
略
）

ロ
・
ハ

（
略
）

三

（
略
）

三

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

（
匿
名
デ
ー
タ
の
提
供
に
係
る
手
続
等
）

（
匿
名
デ
ー
タ
の
提
供
に
係
る
手
続
等
）

第
三
十
三
条

（
略
）

第
三
十
三
条

（
略
）

一
～
九

（
略
）

一
～
九

（
略
）

十

（
略
）

十

（
略
）

イ
・
ロ

（
略
）

イ
・
ロ

（
略
）

ハ

（
略
）

ハ

（
略
）

～

（
略
）

～

（
略
）

(1)

(4)

(1)

(4)

二
以
上
の
外
国
政
府
等
か
ら
提
供
を
受
け
て
い
る
又
は
提
供
を
受
け
る
見
込
み
が
確
実
で
あ
る
調
査

二
以
上
の
外
国
政
府
等
か
ら
提
供
を
受
け
て
い
る
又
は
提
供
を
受
け
る
見
込
み
が
確
実
で
あ
る
調
査

(5)

(5)

票
情
報
（
こ
れ
に
類
す
る
情
報
を
含
み
、
匿
名
デ
ー
タ
と
比
較
で
き
る
も
の
に
限
る
。
）
の
内
容
及
び

票
情
報
（
こ
れ
に
類
す
る
情
報
を
含
み
、
匿
名
デ
ー
タ
と
比
較
で
き
る
も
の
に
限
る
。
）
の
内
容
及
び

当
該
調
査
票
情
報
の
提
供
元
の
外
国
政
府
等
の
名
称
（
第
三
十
六
条
提
供
申
出
者
が
我
が
国
が
加
盟
し

当
該
調
査
票
情
報
の
提
供
元
の
外
国
政
府
等
の
名
称

て
い
る
国
際
機
関
以
外
の
者
で
あ
る
場
合
に
限
る
。
）

公
的
機
関
等
又
は
外
国
政
府
等
か
ら
受
け
て
い
る
若
し
く
は
受
け
る
見
込
み
が
確
実
で
あ
る
支
援

公
的
機
関
等
又
は
外
国
政
府
等
か
ら
受
け
て
い
る
支
援
（
職
員
の
派
遣
、
資
金
の
提
供
、
建
物
そ
の

(6)

(6)

（
職
員
の
派
遣
、
資
金
の
提
供
、
建
物
そ
の
他
の
施
設
の
提
供
等
）
の
内
容
及
び
当
該
支
援
の
提
供
元

他
の
施
設
の
提
供
等
）
の
内
容
及
び
当
該
支
援
の
提
供
元
の
公
的
機
関
等
又
は
外
国
政
府
等
の
名
称

の
公
的
機
関
等
又
は
外
国
政
府
等
の
名
称
（
第
三
十
六
条
提
供
申
出
者
が
我
が
国
が
加
盟
し
て
い
る
国

際
機
関
以
外
の
者
で
あ
る
場
合
に
限
る
。
）

・

（
略
）

・

（
略
）

(7)

(8)

(7)

(8)

ニ

（
略
）

ニ

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）
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（
匿
名
デ
ー
タ
の
提
供
を
受
け
て
行
う
こ
と
に
つ
い
て
相
当
の
公
益
性
を
有
す
る
統
計
の
作
成
等
）

（
匿
名
デ
ー
タ
の
提
供
を
受
け
て
行
う
こ
と
に
つ
い
て
相
当
の
公
益
性
を
有
す
る
統
計
の
作
成
等
）

第
三
十
五
条

法
第
三
十
六
条
第
一
項
の
匿
名
デ
ー
タ
の
提
供
を
受
け
て
行
う
こ
と
に
つ
い
て
相
当
の
公
益
性
を

第
三
十
五
条

匿
名
デ
ー
タ
の
提
供
を
受
け
て
行
う
こ
と
に
つ
い
て
相
当
の
公
益
性
を
有
す
る
統
計
の
作
成
等

有
す
る
統
計
の
作
成
等
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

四

（
略
）

四

（
略
）
）

イ

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

匿
名
デ
ー
タ
を
利
用
し
て
行
っ
た
事
業
等
の
内
容
が
公
表
（
法
第
三
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
準

ロ

匿
名
デ
ー
タ
を
利
用
し
て
行
っ
た
事
業
等
の
内
容
が
公
表
さ
れ
る
こ
と
。

用
す
る
法
第
三
十
三
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
行
う
公
表
を
除
く
。
）
さ
れ
る
こ
と
。

ハ

（
略
）

ハ

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

（
調
査
票
情
報
等
の
適
正
な
管
理
）

（
調
査
票
情
報
等
の
適
正
な
管
理
）

第
四
十
一
条

法
第
三
十
九
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
行
政
機
関
の
長
が
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
同
号
に
定

第
四
十
一
条

法
第
三
十
九
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
行
政
機
関
の
長
が
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
同
号
に
定

め
る
情
報
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
第
一
号
情
報
」
と
い
う
。
）
を
適
正
に
管
理
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置

め
る
情
報
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
第
一
号
情
報
」
と
い
う
。
）
を
適
正
に
管
理
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置

と
し
て
同
項
柱
書
の
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
定
め
る
措
置
と
す
る
。

と
し
て
同
項
柱
書
き
の
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
定
め
る
措
置
と
す
る
。

〈
※

他
の
条
項
に
も
同
様
の
修
正
あ
り

〉

一
～
五

（
略
）

一
～
五

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

一

（
略
）

一

（
略
）

イ
～
ハ

（
略
）

イ
～
ハ

（
略
）

ニ

第
二
号
情
報
を
取
り
扱
う
者
以
外
の
者
が
、
第
二
号
情
報
を
取
り
扱
う
者
に
よ
る
自
己
点
検
の
適
正
性

ニ

第
二
号
情
報
を
取
り
扱
う
者
以
外
の
者
が
、
第
二
号
情
報
を
取
り
扱
う
者
に
よ
る
自
己
点
検
の
適
正
性

の
確
認
を
行
う
こ
と
等
の
監
査
を
行
う
こ
と
。

の
確
認
を
行
う
こ
と
等
の
監
査
を
行
っ
て
い
る
こ
と
。

〈
※

他
の
条
項
に
も
同
様
の
修
正
あ
り

〉

ホ

（
略
）

ホ

（
略
）

二

（
略
）

二

（
略
）

三

（
略
）

三

（
略
）

イ
・
ロ

（
略
）

イ
・
ロ

（
略
）

ハ

第
二
号
情
報
の
取
扱
い
に
係
る
機
器
の
盗
難
防
止
及
び
災
害
か
ら
の
保
護
の
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
こ

ハ

第
二
号
情
報
の
取
扱
い
に
係
る
機
器
の
盗
難
防
止
及
び
災
害
か
ら
の
保
護
の
た
め
の
措
置
を
講
じ
て
い

と
。

る
こ
と
。

〈
※

他
の
条
項
に
も
同
様
の
修
正
あ
り

〉

ニ

（
略
）

ニ

（
略
）

四
・
五

（
略
）

四
・
五

（
略
）

３
～
５

（
略
）

３
～
５

（
略
）

６

（
略
）

６

（
略
）

一

（
略
）

一

（
略
）

イ
・
ロ

（
略
）

イ
・
ロ

（
略
）

ハ

物
理
的
管
理
措
置

ハ

物
理
的
適
正
管
理
措
置
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〈
※

他
の
条
項
に
も
同
様
の
修
正
あ
り

〉

ニ
・
ホ

（
略
）

ニ
・
ホ

（
略
）

二

法
人
等
（
独
立
行
政
法
人
等
を
除
く
。
）

次
に
掲
げ
る
措
置

二

法
人
等
（
独
立
行
政
法
人
等
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

次
に
掲
げ
る
措
置

イ

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

（
略
）

ロ

（
略
）

（
略
）

（
略
）

(1)

(1)

・

（
略
）

・

（
略
）

(i)

(ii)

(i)

(ii)

調
査
票
情
報
又
は
匿
名
デ
ー
タ
を
利
用
し
て
不
適
切
な
行
為
を
し
た
こ
と
が
あ
る
又
は
関
係
法
令

調
査
票
情
報
又
は
匿
名
デ
ー
タ
を
利
用
し
て
不
適
切
な
行
為
を
し
た
こ
と
が
あ
る
又
は
関
係
法
令

(iii)

(iii)

の
規
定
に
反
し
た
等
の
理
由
に
よ
り
受
託
情
報
を
取
り
扱
う
こ
と
が
不
適
切
で
あ
る
と
行
政
機
関
の

の
規
定
に
反
し
た
等
の
理
由
に
よ
り
調
査
票
情
報
を
提
供
す
る
こ
と
が
不
適
切
で
あ
る
と
行
政
機
関

長
又
は
特
定
独
立
行
政
法
人
等
が
認
め
た
者

の
長
又
は
特
定
独
立
行
政
法
人
等
が
認
め
た
者

〈
※

他
の
条
項
に
も
同
様
の
修
正
あ
り

〉

（
略
）

（
略
）

(2)

(2)

ハ
～
ホ

（
略
）

ハ
～
ホ

（
略
）

三

（
略
）

三

（
略
）

イ
・
ロ

（
略
）

イ
・
ロ

（
略
）

ハ

（
略
）

ハ

（
略
）

受
託
情
報
を
取
り
扱
う
者
が
、
受
託
情
報
の
適
正
管
理
に
関
し
て
相
当
の
経
験
を
有
す
る
、
又
は
そ

受
託
情
報
の
提
供
を
受
け
た
者
が
、
受
託
情
報
の
適
正
管
理
に
関
し
て
相
当
の
経
験
を
有
す
る
、
又

(1)

(1)

れ
と
同
等
以
上
の
能
力
を
備
え
る
こ
と
。

は
そ
れ
と
同
等
以
上
の
能
力
を
備
え
る
こ
と
。

〈
※

他
の
条
項
に
も
同
様
の
修
正
あ
り

〉

（
略
）

（
略
）

(2)

(2)

受
託
情
報
を
取
り
扱
う
者
以
外
の
者
が
、
受
託
情
報
を
取
り
扱
う
者
に
よ
る
自
己
点
検
の
適
正
性
の

受
託
情
報
の
提
供
を
受
け
た
者
以
外
の
者
が
、
受
託
情
報
の
提
供
を
受
け
た
者
に
よ
る
自
己
点
検
の

(3)

(3)

確
認
を
行
う
こ
と
等
の
監
査
を
行
う
こ
と
。

適
正
性
の
確
認
を
行
う
こ
と
等
の
監
査
を
行
う
こ
と
。

〈
※

他
の
条
項
に
も
同
様
の
修
正
あ
り

〉

～

（
略
）

～

（
略
）

(4)

(6)

(4)

(6)

第
四
十
二
条

法
第
四
十
二
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
者
が
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
同
号
に
掲
げ
る
調
査
票

第
四
十
二
条

法
第
四
十
二
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
者
が
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
同
号
に
掲
げ
る
調
査
票

情
報
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
第
一
項
調
査
票
情
報
」
と
い
う
。
）
を
適
正
に
管
理
す
る
た
め
に
必
要
な
措

情
報
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
調
査
票
情
報
」
と
い
う
。
）
を
適
正
に
管
理
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
と
し

置
と
し
て
同
項
柱
書
の
総
務
省
令
で
定
め
る
措
置
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に

て
同
項
柱
書
き
の
総
務
省
令
で
定
め
る
措
置
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め

定
め
る
措
置
と
す
る
。

る
措
置
と
す
る
。

〈
※

他
の
条
項
に
も
同
様
の
修
正
あ
り

〉

一

（
略
）

一

（
略
）

二

（
略
）

二

（
略
）

イ
～
ハ

（
略
）

イ
～
ハ

（
略
）

ニ

技
術
的
管
理
措
置

ニ

技
術
的
管
理
措
置

第
一
項
調
査
票
情
報
を
取
り
扱
う
電
子
計
算
機
等
に
お
い
て
、
当
該
第
一
項
調
査
票
情
報
を
処
理
す

調
査
票
情
報
を
取
り
扱
う
電
子
計
算
機
等
に
お
い
て
、
当
該
調
査
票
情
報
を
処
理
す
る
こ
と
が
で
き

(1)

(1)

る
こ
と
が
で
き
る
者
を
限
定
す
る
た
め
、
適
切
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

る
者
を
限
定
す
る
た
め
の
適
切
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

・

（
略
）

・

（
略
）

(2)

(3)

(2)

(3)

ホ

（
略
）

ホ

（
略
）
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三

（
略
）

三

（
略
）

イ
・
ロ

（
略
）

イ
・
ロ

（
略
）

ハ

（
略
）

ハ

（
略
）

～

（
略
）

～

（
略
）

(1)

(5)

(1)

(5)

の
委
託
を
受
け
た
者
に
対
す
る
必
要
か
つ
適
切
な
監
督
を
行
う
こ
と
。

の
委
託
を
受
け
た
者
に
対
す
る
必
要
か
つ
適
切
な
監
督
を
行
う
こ
と
。

(6)

(5)

(6)

(1)

２

法
第
四
十
二
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
者
が
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
同
号
に
掲
げ
る
匿
名
デ
ー
タ
（
以

２

法
第
四
十
二
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
者
が
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
同
号
に
掲
げ
る
匿
名
デ
ー
タ
（
以

下
こ
の
項
に
お
い
て
「
第
二
項
匿
名
デ
ー
タ
」
と
い
う
。
）
を
適
正
に
管
理
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
と
し
て

下
こ
の
項
に
お
い
て
「
匿
名
デ
ー
タ
」
と
い
う
。
）
を
適
正
に
管
理
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
と
し
て
同
項
柱

同
項
柱
書
の
総
務
省
令
で
定
め
る
措
置
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
措

書
き
の
総
務
省
令
で
定
め
る
措
置
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
措
置
と

置
と
す
る
。

す
る
。

〈
※

他
の
条
項
に
も
同
様
の
修
正
あ
り

〉

一

（
略
）

一

（
略
）

二

（
略
）

二

（
略
）

イ

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

（
略
）

ロ

（
略
）

（
略
）

（
略
）

(1)

(1)

・

（
略
）

・

（
略
）

(i)

(ii)

(i)

(ii)

調
査
票
情
報
又
は
匿
名
デ
ー
タ
を
利
用
し
て
不
適
切
な
行
為
を
し
た
こ
と
が
あ
る
又
は
関
係
法
令

匿
名
デ
ー
タ
又
は
匿
名
デ
ー
タ
を
利
用
し
て
不
適
切
な
行
為
を
し
た
こ
と
が
あ
る
又
は
関
係
法
令

(iii)

(iii)

の
規
定
に
反
し
た
等
の
理
由
に
よ
り
第
二
項
匿
名
デ
ー
タ
を
取
り
扱
う
こ
と
が
不
適
切
で
あ
る
と
行

の
規
定
に
反
し
た
等
の
理
由
に
よ
り
匿
名
デ
ー
タ
を
提
供
す
る
こ
と
が
不
適
切
で
あ
る
と
行
政
機
関

政
機
関
の
長
又
は
特
定
独
立
行
政
法
人
等
が
認
め
た
者

の
長
又
は
特
定
独
立
行
政
法
人
等
が
認
め
た
者

（
略
）

（
略
）

(2)

(2)

ハ
・
ニ

（
略
）

ハ
・
ニ

（
略
）

三

（
略
）

三

（
略
）

３
・
４

（
略
）

３
・
４

（
略
）


